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詑

苑

明
治
政
府
の
貸
附
金

第
二
十
九
巻

五
人
六

第
四
焼

四

明

治

政

府

の

貸

附

金

( 

) 

士
口

)1( 

!秀

趨

目

号k

一
、
貸
附
金
白
意
義
ム
性
質

ニ
、
貸
附
金
白
目
的

=
一
、
貸
附
企
白
内
容

閥
、
別
途
曾
計
の
貸
附
金

五
、
貸
附
金
白
整
理

大
、
貸
附
金
由
松
支

七
、
貸
附
金
自
殺
呆

{
以
上
本
抑
制
甑
)

貸
附
金
の
孟
義
及
性
質

徳
川
幕
府
倒
れ
1
明
治
政
府
起
る
や
新
政
府
は
盛
ん
に
組
問
弊

ω打
破
を
唱
へ
新
政
の
皇
張
に
努
め
た
が
、

に
於
て
は
叉
萄
幕
府
の
制
度
や
施
設
に
し
て
新
政
府
に
依
り
総
承
せ
ら
れ
維
持
せ
ら
れ
た
も
の
も
少
(
は
な
か
っ

た
。
葦
し
三
百
年
の
長
き
沿
革
を
有
す
る
徳
川
幕
府
の
諸
制
度
を
緩
新
忽
卒
の
聞
に
於

τ各
方
面
に
亘
っ
て
一
拳

に
し
て
覆
す
事
は
事
質
上
不
可
能
で
も
ゐ
h
，
、
且
又
禾
ピ
基
礎
の
強
固
な
ら

e
さ
る
新
政
府
が
因
襲
に
泥
め
る
人
民 而



の
生
活
に
念
激
な
る
稜
動
を
奥
ふ
る
如
き
は
政
策
上
よ
b
す
る
も
不
得
策
で
あ
っ
た
事
等
は
其
の
有
力
な
る
理
凪

で
あ
ら
う
が
、
叉
之
吉
岡
崎
に
明
治
政
府
が
徳
川
氏

ω善
政
良
訟
は
進
ん
で
之
を
継
承
す
る
正
云
ふ
態
度
を
持
し

た
事
も
其
の
理
由
り
一
に
敷
へ
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
本
稿
に
が
、
て
述
べ
ん

Z
す
る
明
治
政
府
の
貸
附
金
の
如
き

も
新
か
る
諸
理
由
に
基
い
て
新
政
府
に
依
り
継
承
せ
ら
れ
花
徳
川
氏
の
施
設
の
一
つ
で
あ
る
。
徳
川
幕
府
的
貸
附

金
は
甚

r複
雑
で
あ
っ
た
。
今
其
の
詳
細
を
研
究
す
る
事
は
一
元
よ
り
本
稿
の
目
的
Z
す
る
所
で
は
な
い
が
、
其
の

概
略
を
通
ぶ
れ
ば
先
づ
貸
附
の
機
関
正
し
て
江
戸
馬
喰
町
御
別
展
齢
期
・
猿
尾
町
曾
所
、
町
奉
行
、
勘
定
率
行
、
地

方
の
奉
行
又
は
代
官
等
ゐ
b
w
此
等
が
官
金
の
貸
附
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
貸
附
を
受
け
る
者
は
諸
侯
、

旗
本
其
他
の
武
士
、
特
殊
の
枇
寺
及
び
天
領
の
諸
民
に
止
ま
っ
た
も
の
Z
思
は
れ
、
而
し
て
馬
喰
町
御
用
屋
敷
及

勘
定
潜
行
は
主

t
し
て
諸
侠
叫
脚
本
に
劃
す
る
貸
附
を
行
ひ
、
脇
氏
に
劃
す
る
貸
附
は
奉
行
又
は
代
山
口
が
之

l
賞

b
、
叉
猿
尾
町
曾
所
の
如
き
は
旗
本
に
謝
し
て
一
時
的
に
公
金
の
貸
附
を
行
っ
た
も
の
芭
思
は
れ
る
。
而
し

τ其

の
貸
附
の
目
的
を
見
る
に
諸
侯
旗
本
に
劃
す
る
も
の
は
大
抵
此
等
山
諸
侯
旗
本
が
自
己
り
財
政
窮
乏
を
救
ム
潟
め

か
、
叉
は
領
地
内
の
救
他
者
(
は
殖
産
の
潟
め
に
拝
借
を
論
ふ
も
の
で
あ
・
9
、
叉
廊
民
に
劃
す
る
貸
附
は
主
Z
し

て
所
縞
御
救
貸
ピ
移
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
却
も
災
害
兇
荒
等
的
際
に
於
り
る
夫
食
・
積
籾
・
農
具
代
・
小
屋

掛
料
の
貸
附
か
、
或
は
叉
荒
地
超
越
・
小
児
養
商
問
料
等
の
貸
附
で
ゐ
る
が
、
此
の
外
街
ほ
漁
場
・
説
場
・
開
墾
地
・
宿

鐸
場
等
に
劃
す
る
助
成
貸
附
も
多
少
行
は
れ
た
。
以
上
の
如
き
幕
府
的
官
金
貸
附
の
外
に
各
務
仁
於
て
諸
候
は
館

内
の
諸
民
に
貸
附
を
行
つ
花
。
而
し
て
実
の
貸
附
は
勿
論
災
害

ω救
済
を
目
的
古
す
る
も
の
が
多
か
つ
詑
が
、
比

の
外
叉
闘
産
曾
所
又
は
物
産
曾
所
を
設
り
て
自
国
の
物
産
の
生
産
及
販
寅
じ
努
め
、
其
の
製
品
唱
者
仁
劃
し
て
資
金

設

苑

第
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政
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自
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第
二
十
丸
巷
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話

手国

第
二
十
九
谷

-
"t; 

五
λ
入

の
貸
附
を
行
ふ
等
産
業
の
保
護
柴
胤
を
目
的
ご
し
た
も
の
も
少
(
は
な
か
っ
た
。

明
治
政
府
の
貸
附
金
が
以
上
の
如
、
吉
徳
川
時
代
の
貸
附
金
の
精
神
を
継
承
し
た
も
の
で
ゐ
る
事
は
云
ム
造
も
な

い
事
で
あ
る
が
、
然
し
之
を
全
然
踏
襲
し
た
も
の
で
な
い
事
は
こ
の
雨
者
の
特
質
を
比
較
し
T
見
れ
ば
明
か
に
分

る
の
で
あ
る
。
今
有
に
述
べ
た
所
に
よ
っ
て
徳
川
幕
府
の
貸
附
金
の
主
な
る
特
質
を
見
る
仁
、
之
仁
就
い
て
先
づ

考
へ
ら
れ
る
事
は
徳
川
幕
府
の
貸
附
金
が
斑
印
税
諸
民
に
封
し

τ貸
附
り
ら
れ
た
分
は
樋
め
て
少
く
・
多
〈
は
大
名
園

旗
本
ふ
品
川
間
本
行
。
代
向
。
枇
守
等
に
貸
附
げ
ら
れ
た
三
五
ふ
事
で
ゐ
り
、
次
じ
は
叉
幕
府
的
公
附
金
仁
は
救
助
貸
咽

助
成
貸
が
共
の
大
部
品
川
ey占
め
、
直
接
仙
川
業

ω錨
め
に
貸
附
け
ら
れ
た
の
は
極
め
て
小
部
分
で
あ
っ
た
事
で
あ

る
。
徳
川
幕
府
の
貸
附
金
に
就
い
て
一
見
に
注
意
す
ぺ
き
事
は
其
の
貸
附
金
額
の
少
な
か
っ
た
事
で
あ
る
。
幕
府
の

貸
附
金
が
年
々
幾
何
支
出
せ
ら
れ
た
か
は
勿
論
詳
細
に
知
る
事
を
得
な
い
が
、
今
吹
庫
銀
に
掲
げ
ら
れ
た
天
保
十

四
.
弘
化
一
冗
両
年
の
幕
府

ω歳
計
よ
り
貸
附
金
の
性
質
を
有
す
ご
認
め
ら
れ
る
支
出
を
集
計
す
る
も
隔
年
共
十
高

岡
に
遼
せ
な
い
。
(
詰
)
勿
論
年
に
依
つ

τ其
の
支
出
額
に
相
具
は
あ
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
大
憾
に
於

τこ
れ
位
の

訓
程
度
で
あ
っ
た
事
は
右
に
依
っ
て
判
る
の
で
あ
る
。

(
陸
)
天
保
十
四
年
に
於
け
る
貸
附
金
は
夫
食
稲
貸
農
具
代
制
救
其
外
小
い
朗
掛
押
借
、
荒
地
叫
抵
小
凡
議
官
料
其
件
持
借
.
請
押
倍
、
金
血
税
金
制

貸
附
一
冗
制
金
之
内
金
座
肱
、
加
山
座
、
京
都
手
前
御
貸
附
一
正
刺
金
之
内
似
座
渡
、
湘
嗣
貸
其
M
汁
御
耐
替
金
、
時
相
ド
屈
町
合
所
別
段
柳
作
品
附
金
申
請
科
目
を

合
せ
て
金
丸
高
五
千
七
百
大
十
一
副
二
分
と
錨
九
十
ニ

U
丸
蝉
九
分
て
あ
リ
、
弘
化
一
耳
年
目
貸
附
金
山
合
計
は
晶
九
高
士
千
二
百
四
十
四
剛
二
分

と
保
三
十
八
町
民
六
百
山
十
λ
輩
出
分
で
あ
る

Q

但
L
弘
化
元
年
白
貸
附
金
の
料
白
巾
に
は
浪
島
町
命
脈
別
段
桐
貸
附
企
が
純

t
て
昨
両
院
町
制
貸
附

御
下
ケ
告
な
る
科
目
が
存
す
る
@

第
四
椀

明
治
政
府
白
貸
附
金

然
る
に
明
治
政
府
の
貸
附
金
に
就
い

τ見
る
に
、
其
の
貸
附
の
濁
象
ご
な

h
し
も
の
は
多
〈
は
諸
民
若
〈
は
共

芳直11部隊夫、於村民'j¥;cl・、 61z頁以下。抗JI時吾、日本工業典、匂， 7o"J".(o 
賀λ捕、 [11利公正、 216頁i.
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の
岡
鵠
で
あ
っ
て
、
諸
藩
主
其
の
他
の
支
臨
階
絞
仁
謝
す
る
貸
附
は
、
明
治
元
年
及
二
年
に
諸
務
に
太
政
官
札
を

貸
附
げ
た
の
を
除
け
ば
他
に
見
嘗
ら
な
い
。
夏
に
明
治
政
府
の
貸
附
金
の
最
も
著
し
い
特
質
を
な
す
も
の
は
共
の

貸
附
の
目
的
が
主
ご
し
て
糊
業
の
方
面
に
布
っ
た
事
で
あ
る
。
勿
論
明
治
政
府
も
後
に
述
ぷ
る
如
〈
徳
川
氏
の
救

助
貸
附
の
方
訟
を
踏
襲
し
て
窮
民
救
済
の
匁
に
も
貸
附
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
斯
か
る
稀
類

ω貸
附
は
明
治
政

府
の
積
極
政
策
よ
・
り
す
れ
ば
最
早
大
し
て
重
要
な
る
も
の
で
は
な
〈
、
明
治
政
府
の
貸
附
金
に
於
て
は
直
接
或
は

悶
按
仁
殖
産
興
業
の
目
的
を
有
す
る
貸
附
が
其
の
大
部
分
を
占
め
る
に
重
っ
た
の
で
め
る
。
而
し
て
斯
か
る
柿
類

の
貸
附
は
幕
府
の
制
度
よ
h'
は
寧
ろ
各
滞
の
物
産
曾
所
の
精
紳
を
縦
承
L
た
も
の
ぜ
一
五
ふ
事
が
出
来
る
。
倫
明
治

政
府
の
貸
附
金
が
主
(
の
数
額
の
上
仁
於

τ徳
川
時
代
の
そ
れ
芭
比
較
じ
な
巳
な
い
事
は
後
に
掲
や
る
所
の
表
を
一

見
す
れ
ば
捌
か
な
る
出
別
で
あ
る
。
之
を
要
す
る
仁
明
治
政
府
の
貸
附
金
的
方
針
は
大
館
仁
於
1
欝
幕
時
代
の
も
の

を
継
承
し
た
る
も
の
ご
云
ム
事
が
山
市
ゆ
る
の
で
あ
る
が
、
而
も
全
然
そ
的
健
之
を
踏
襲
し
た
も
の
で
は
な
く
、
維

新
革
命
の
成
就
仁
件
ふ
枇
曾
的
及
経
済
的
経
動
に
肱
じ
叉
明
治
政
府
の
採
用
し
た
積
極
的
練
憐
政
策
に
基
き
新
政

府
は
醤
来
の
貸
附
以
外
の
目
的
に
も
貸
附
を
行
ふ
必
要
を
認
む
る
ご
同
時
に
、
真
に
醤
家
よ
り
も
一
府
秩
序
的
徹

底
的
に
之
を
行
ふ
の
必
要
を
も
認
む
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
期
の
如
〈
に
し
て
貸
附
金
は
明
治
政
府
の
最
重
要

政
策
た
る
産
業
保
護
政
策
ご
は
極
め
て
密
接
な
る
閥
係
が
あ
b
、
従
っ
て
明
治
初
年
の
財
政
上
に
於
り
る
地
位
も

甚
だ
重
要
な
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
今
試
み
に
明
治
元
年
以
降
十
三
年
に
至
る
聞
に
毎
年
度
支
出
せ
ら
れ

し
各
補
貸
附
金
の
総
額
を
歳
出
総
額
ご
比
較
調
照
す
れ
ば
左
表

ω如
〈
で
あ
る
。
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明
治
政
府

ω貸
附
金
に
は
腐
狭
の
二
義
が
ゐ
る
。
狭
義
山
貸
附
金
正
は
卸
も
常
用
部
貸
附
金
ご
縛
す
る
も
の
で

ゐ
つ

τ、
厩
義
の
貸
附
金
正
は
こ
の
知
用
部
貸
附
金
正
別
途
曾
計
に
嵐
す
る
貸
附
金
正
を
併
せ
稀
ず
る
も
の
で
ゐ



る
。
常
用
部
己
は
現
今
謂
ム
所
の
一
般
曾
計
で
ゐ
つ

τ、
別
途
曾
計
ご
叫
今
日
の
特
別
曾
計
に
外
な
ら
向
。
我
闘

の
財
政
に
於

τ始
め

τ
一
般
曾
計
・
特
別
曾
計
の
胤
別
が
設
け
ら
れ
た
の
は
明
治
二
十
二
年
制
定
の
曾
計
法
に
於

τで
あ
る
が
、
夫
れ
以
前
に
於
て
も
勿
論
油
慌
の
歳
入
歳
出

ω計
算
以
外
に
倒
立
の
牧
支
計
算
を
立
つ
る
曾
計
が

数
多
〈
作
在
し
た
の
で
め
っ

τ、
比
の
雨
者
を
悩
別
す
る
場
合
に
は
‘
前
者
を
常
用
部
己
都

L
筏
者
を
別
途
曾
計

又
は
別
途
金
正
絹
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
明
治
政
府
の
貸
附
金
が
原
則
ご
し
て
は
凡
て
-
』
の
常
用
部
よ
b
支
出

せ
ら
れ
、
叉
共

ω
返
納
金
が
お
用
郎
へ
股
入
山
ピ
ら
れ
た
一
帯
は
勿
論
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
於
て
此
の
常
用
部
貸

附
金
を
本
来
山
貸
附
金
古
締
す
る
も
差
支
な
い
で
あ
ら
う

Q

然
る
に
こ
の
常
用
部
貸
附
金
以
外
に
真
に
別
注
曾
計

に
崩
す
る
諸
資
金
中
に
も
共
の
資
金
運
用
の
一
方
法
子
し
て
種
止
の
貸
附
を
行
っ
た
も
の
が
存
し
た
。
此
等
の
も

の
は
均
し
〈
政
府
の
貸
附
金
た
る
貼
に
於
て
何
等
常
用
部
貸
附
金
己
異
る
所
な
き
の
み
な
ら
宇
、
後
に
は
此
等
の

貸
附
金
が
或
は
惜
別
部
貸
附
金
内
中
に
編
入
ぜ
ら
れ
、
或
は
叉
並
(
の
反
謝
に
常
用
部
貸
附
金
の
返
納
金
が
別
途
品
目

計
中
に
枚
入
せ
ら
れ
る
等
、
相
互

ω
閉
じ
日
間
々
鍋
雑
し
た
る
聞
係
を
生
ず
る
に
至
っ
た
も

ωで
あ
っ
て
、
こ
の
貼

か
ら
す
る
も
同
者
会
切
離
し
て
翻
察
す
る
-
』
ご
は
帰
ん
Y}
不
可
能
に
凪
す
る
の
で
ゐ
る
。
こ
れ
本
稿
に
於
て
本
来

の
貸
附
金
以
外
に
品
川
等
特
川
悼
の
貸
附
金
に
就

τも
概
説
す
る
所
以
で
ゐ
る
。
市
川
ほ
以
一
上
内
諾
貸
附
金
内
外
に
貸
附

金

ω名
は
無
く
し
て
事
質
は
貸
附
金
ご
同
一
一
佐
賀
に
嵐
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
曲
中
備
金
中
内
海
外
荷
錦
替
貸
金

や
・
政
府
が
日
本
銀
行
及
正
金
銀
行
設
立

ω初
期
に
於
て
比
等
の
銀
行
的
保
護
の
翁
に
行
っ
た
政
府
預
金
等
皆
之

れ
で
あ
る
。
併
し
比
等
の
も
の
は
共
の
性
質
上
極
め
て
特
殊
の
も
の
に
風
す
る
の
み
な
ら
守
、
財
政
上
に
於
て
も

作
品
附
金
な
る
名
稲
を
輿
ふ
る
こ
吉
な
〈
、
会
〈
別
種
の
取
扱
仁
一
周
せ
し
め
ら
れ
て
居
る
か
ら
、
比
等
は
本
稿
に
於

設.， 
明
泊
政
府
の
貸
附
金

第
二
十
丸
巷

五
九

第
四
凱

オL



説

拘

O 

明
泊
政
府
四
貸
附
金

第
二
十
丸
谷

五

九

静
岡
税

て
も
貸
附
金
に
包
合
せ
し
め
な
い
富
市
古
す
る
。

前
日
H

本
稿
に
於
て
は
記
述
の
範
囲
を
主

Z
L
τ
明
治
二
十
二
年
度
迄
の
貸
附
金
に
限
定
し
た
。
蓋
し
貸
附
金
は

現
在
仁
於
て
も
歳
計
上
雑
牧
入
の
中
に
其
の
科
目
を
存
し
、
年
身
若
干
の
返
納
を
枚
入

L
っ
、
あ
る
の
で
あ
る

が
、
品
位
じ
油
ぷ
る
が
如
〈
貸
附
金
は
明
治
一
一
十
一
一
年
度
仁
行
は
れ
た
品
整
理
を
境
ご
し
て
、
共
の
前
後
に
よ
っ
て

著
し
き
性
質
的
差
異
を
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
其
以
後
の
貸
附
金
は
最
早
貸
附
金
ご
し
て
特
別
の
研
究
に
他
す

る
も
の
己
思
吋
れ
な
い
ー
か
ら
宅
あ
る
。

貸
附
金
の
目
的

明
治
政
府
が
共
の
初
期
に
於
て
極
度
の
財
政
窮
乏
に
困
ん
H
H
事
は
周
知
の
事
貨
で
あ
る
。
却
も
北
(
的
成
立
的
嘗

初
に
在

b
て
は
征
討
設
の
供
給
は
一
五
ふ
迄
も
な
〈
日
用
の
諸
経
柴

ω支
出
に
も
困
難
を
戚
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
「
蛍

局
(
曾
計
事
務
局
を
云
ひ
大
蔵
省

ω前
身
|
i筆
者
註
)
ノ
曾
計
同
名
川
カ
リ
ニ
ア
昼
局
同
保
ノ
儀
会
ク
的
入
金
ノ

ミ
ノ
目
蛍
-
一
御
座
ぬ
開
局
中
ノ
日
用
ヲ
毛
弊
ジ
粂
仇
失
策
品
御
座
仇
」
ご
云
ふ
有
様
で
あ
っ
た
o

是
に
於
て
新
政

府
は
先
づ
肱
急
の
手
段
ご
し

τ明
治
元
年
五
月
十
九
日
遅
畿
諸
国
山
豪
商
に
金
三
百
高
雨

ω調
達
を
巾
付
け
た
の

を
始
め
ご
し
て
爾
後
度
々
御
用
金
や
調
達
金
の
募
集
を
行
ひ
、
一
方
叉
三
附
入
郎

ω建
築
に
基
い
て
太
政
官
札

ω

製
品
唱
此
慣
行
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
而
も
倫
財
政
の
窮
乏
は
一
向
救
は
れ
守
、
明
治
四
年
十
二
月
仁
於
て
も
「
曾

計
ノ
目
途
向
ホ
末
F
立
定
セ
ズ
焦
心
苦
慮
僅
-
一
以
7
揃
縫
維
持
ス
U
F

」
の
次
第
で
ゐ
っ
た
。
明
治
初
年
に
於
け
る

財
政
の
窮
乏
は
貨
に
斯
の
如
〈
で
あ
っ
た
。
然
る
に
前
掲
の
表
に
於
て
蔵
出
総
額
仁
謝
す
る
貸
附
金
の
制
令
は
甚

明治Jt-'(~ 1~1:j月四日大総甘府に犯てたる合計事務副知ll'Jr. o" 問答白一色m (紙幣盤
瑚i柏戸、 9W。
大蔵官I白草志、本音俸~~ 4n。三井家奉公履歴、 J4--160"。
本JE博士、明治初年大阪の刷用金(組掛J叢都 ι十八を第-laJj!i陥}参照。
太政'9に封する大藤省白劉議。一陣(大競省沿革止、、本省第五‘ 215頁}。

1) 

}

}

)

 

2
8
4
 



ど
大
で
あ
る
。
斯
の
如
き
財
政
の
窮
乏
に
囚

L
め
る
明
治
政
府
が
何
故
に
斯
の
如
、
苫
多
額
の
貸
附
金
h
f
支
出
し
た

か
、
叉
如
何
に

L
て
支
出
L
得
わ
ん
か
。
之
れ
明
治
政
府

ω
貸
附
金
を
考
ふ
る
に
常
っ
て
、
先
づ
最
初
に
起
る
疑
問

で
あ
る
。

今
明
治
政
府
の
貸
附
金
の
目
的
を
考
ふ
る
に
、
大
憾
主
な
る
も
り
問
を
皐
げ
る
事
が
山
来
る
。
共
の
第
一
は
災

害
救
助
又
は
貧
民
救
仙
の
目
的
に
出
づ
る
も
の
で
あ
っ

τ・
こ
れ
は
全
然
徳
川
崎
代

ω方
針
を
腕
漉
し
た
も
の
で

あ
る
。
阪
に
漣
べ
化
如
〈
徳
川
時
代
に
在
h
J
て
も
幕
府
叉
は
諸
部
聞
は
災
害
救
助
や
貧
民
救
岨
の
目
的
を
以
て
金
殺

を
貸
附
り
た
事
は
稀
ら
し
〈
な
い
の
で
あ
る
が
、
明
治
政
府
に
至
っ
て
一
府
民
の
必
要
山
大
な
L
も

ω
が
あ
っ

た
。
蓋
l
ご
何
年
の
徳
川
政
府
が
例
h

H

t

新
た
な

Z
明
治
政
府
川
之
仁
代
っ
た
の
で
ゐ
る
か
ら
、
天
下
り
人
心
は

街
全
〈
徳
川
氏
を
去
ら
宇
動
も
す
れ
ば
徳
川
氏
山
治
世
を
思
ふ
者
加
聴
き
に
非
ザ
ピ
る
を
以
工
、
此
際
天
下
に
徳
を
施

し
て
民
心
を
牧
繍
す
る
事
は
新
政
府

ω先
づ
以
て
考
ヘ
ゴ
る
べ
か
ら
Y
る
所
一
で
ゐ
う
た
。
加
之
幕
末
以
来
打
続
き

戦
乱
絶
え
や
し

τ各
地
の
荒
旗
、
人
心
の
萎
際
共
の
極
に
逮
せ
る
に
加
へ

τ、
明
治
一
冗
年
及
二
年
ご
引
縦
い
て
風

害
水
害
ゐ
b
て
五
穀
稔
ら
宇
府
民
頗
る
多
き
に
至
っ
た
。
是
に
於
て
明
治
政
府
は
先
づ
明
治
一
苅
年
六
月
及
七
月
の

雨
皮
に
於
て
各
府
腕
に
令
し
て
災
民
救
仙
の
方
法
を
講
や
し
め
、
又
翌
二
年
七
月
十
四
円
に
は
関
東
帥
先
制
明
地
方
に

災
民
救
貸
の
方
法
を
A
T
迭
し
、
真
に
同
年
十
二
月
十
七
日
じ
は
窮
民
に
夫
食
・
同
籾
・
農
H
A
代
等

ω貸
附
内
規
を
定

む
る
等
鋭
意
其
の
目
的
の
達
成
に
努
め
た
の
で
ゐ
る
が
、
遂
に
明
治
問
年
の
臨
刑
務
泣
脇
山
結
果
、
同
年
十
一
月
二

十
七
日
脈
拍
事
務
章
程
芭
共
に
窮
民
一
時
救
助
規
則
を
創
定
し
、
二
、
仁
始
め
て
災
民
仁
劃
す
る
救
助
貸
附
仁
闘

す
る
統
一
的
根
本
法
規
の
制
定
を
見
る
仁
至
っ
た
の
で
あ
る
の

説

列

鉱
二
十
九
巷

日
伊
凹
肱

一
汎
丸
三

明
治
政
府
四
貸
問
金

大政省ir~革志、::<1'>:省第一、 85. 9(ffo 
士藤省描草志、制軸望書鈷=、 641Iio

/I:iJ上、 146氏。

)

}

)

 

5

6

7

 



:& 

苑

五
九
回

明
抽
政
府
自
貸
附
金

第
二
十
九
巷

第
四
挽

明
治
政
府
内
貸
附
金
の
第
二
の
円
的
は
士
族
内
救
済
に
在
っ
た
。
明
治
初
年
仁
於
け
る
最
も
大
な
る
枇
曾
問
題

の
一
は
士
族
の
問
題
で
ゐ
っ
た
。
武
士
階
級
内
中
に
は
低
に
幕
末
よ
り
明
治
に
至
る
過
渡
期
山
政
治
的
乃
至
枇
曾

的
妙
、
乱
に
際
し
て
惜
別
泊
無
頼
の
欣
溜
に
陥
っ
た
者
も
少
〈
な
か
う
た
の
で
あ
る
が
、
明
治
四
年

ω
出
財
務
院
鯨
な
る

級
統
的
の
大
縫
革
の
潟
に
従
来
そ
れ
に
依
っ
て
特
権
や
保
識
せ
ら
れ
し
封
建
制
度
は
視
へ
き
れ
・
共
の
蚊
阿
十
高

戸
百
人
十
市
内
人
に
遣
す
る
武
士
階
級
は
弦
に
一
県
に
し
て
共
の
州
位
を
失
っ
て
全
〈
無
職
の
遊
民
己
な
る
に
至
っ

た
。
而
し
て
彼
等
が
従
前
の
土
地
体
協
に
代
へ
て
受
取
っ
た
令
鵡
日
同
僚
は
、
一
冗
よ
b
従
来

ω家
品
川
の
数
年
分
に
相

蛍
ず
る
程
内
帽
慨
に
過
ぎ
宇
、
又
こ
れ
す
ら
も
彼
等
が
新
に
身
を
投
じ
た
貨
幣
抑
制
僚
の
大
波

ω中
で
多
〈
の
も
の
は

失
は
れ
て
し
ま
っ
た
。
期
〈
し
て
か
、
る
無
職
又
は
無
産
の
士
族
に
定
臓
を
興
ふ
る
事
は
、
士
族
的
救
構
ぞ
の
も

の
ご
し
て
も
極
的
て
主
要
な
る
問
題
な
り
し
の
み
な
ら
十
、
政
治
的
に
も
反
飢
騒
援
の
危
険
守
防
止
す
る
事
に
も

な
り
、
同
時
に
叉
絡
協
同
的
に
は
明
治
政
府
の
重
要
政
策
た
h

[
痛
車
問
興
業
の
円
的
に
も
漣
ふ
も
の
で
あ
っ
た
。
斯

〈
て
明
治
政
府
は
士
族
授
産
内
問
趨
に
就
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
抑
ム
専
を
摘
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
殊
に

明
治
十
年
の
西
市
役
は
期
か
る
不
平
士
族
の
反
乱
の
最
大
な
る
も
の
さ
見
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て

此
山
戦
役
以
後
に
於
て
士
族
授
産
問
題
は
一
府
電
要
な
る
問
題
ご
な
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
政
府
の
採
用
し
た
士

族
授
産

ω
方
法
に
は
柿
々
あ
る
。
共
の
最
も
主
な
る
も
の
は
各
地
荒
蕪
地
の
開
墾
叉
は
様
紙
事
業
で
あ
る
が
、
共

の
他
凶
立
銀
行
や
日
本
鎚
道
共
他
の
曾
枇
の
設
立
を
奨
帥
補
助
し
‘
或
は
又
養
強
・
製
糸
・
織
物
製
治
・
金
貨
等
共

の
他
浦
々
の
小
商
工
業
を
比
百
ま
し
U
る
等
、
各
地
の
士
族

ω奴
況
に
肱

ιτ
柿
々
雑
多
の
方
式
を
講
じ
た
の
で
あ

る
。
而
し
て
斯
の
如
き
士
族
的
就
産
に
必
要
な
る
資
本
金
ご
し
て
政
府
は
年
々
士
族
に
劃
し

τ貸
附
を
行
っ
た
の

本庄博士、近世lt建世由自研究、 204Ji以下。闘口泰.明泊十六年頃D士族自

m~況(新慌時代第三年第二加flJï"椙)。
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で
あ
る
。

明
治
政
府
の
貸
附
金

ω
第
三
の
目
的
は
殖
産
興
業
に
在
っ
た
。
明
治
政
府
が
共
の
成
立
ご
同
時
に
採
用
し
た
経

務
政
策
は
微
庇
的
な
る
保
護
干
捗
仁
依
る
殖
売
興
業
政
策
で
あ
っ
花
。
而

Lτ
斯
か
る
殖
産
興
業
政
策
は
専
ら
富

国
強
兵
Z
云
ふ
ニ
芭
を
目
棋
ご
し
た
。
蓋
し
数
百
年
間
じ
亘
る
鎖
国
に
依
b
封
建
制
度

ω下
に
眠

?
1
ゐ
た
我
図

は
、
開
地
通
商

ω結
県
俄
じ
欧
米
諸
幽
山
資
本
主
義
三
銭
鯛
す
る
こ
ご
に
な
り
、
而
L
て
此
等
諸
外
国
の
経
協
倒
的

限
迫
に
封
抗
す
る
潟
に
は
.
明
治
政
府
は
何
ょ
、
り
も
先
づ
所
謂
富
岡
強
兵
な
る
J

ご
を
其
川
り
目
脱
ご
す
る
の
必
要

十
捕
成
し
に
の
で
あ
る
が
、
而
も
こ
の
外
側
資
本
主
義
に
封
抗
L
T
山
田
国
閥
強
兵
の
維
を
築
〈
柏
崎
に
は
、
矢
張
・
り
此

等
外
凶

ω資
本
主
義
的
諸
制
度
を
扶
倣
移
仙
す
る
よ
り
列
刊
な
か
っ
た
的
で
め
る
。
斯
〈
て
明
治
政
川
は
自
ら
卒

先
し
て
外
側
資
本
主
義
の
移
植
を
計
る
べ
(
柄
端
午
毛
侭
議
干
砂
の
一
十
日
所
詞
殖
蕗
興
業
政
策
を
獄
朋
L
た
山
で

あ
る
。
而
し
て
比

ω殖
産
興
業
政
策
的
採
用
は
叉
掛
内
的
に
も
其

ω必
要
が
ゐ
っ
た
。
蓋
l
幕
末
よ
り
引
縦
い
て

の
反
乱
ご
明
治
初
年
に
於
り
る
各
地
の
凶
荒
ご
の
錦
に
、
嘗
時
の
我
国

ω朕
抽
出
は
一
般
に
栂
度
山
沈
一
茨
に
陥
h
，、

飢
餓
の
民
失
業
凶
徒
は
英
大
り
数
に
上
っ
た
。
之
に
加
ふ
る
に
前
辿
の
如
〈
経
隣
組
織
的
槌
革
に
依
り
て
新
に
士

族
な
る
徒
食
的
階
級
を
生
じ
た
。
此
等

ω岩
山
川
救
蹴
仰
の
錦
に
も
殖
斑
興
業
先
同
必
要
己
せ
ら
れ
犯
の
で
あ
る
。
明

治
政
府
の
殖
産
興
業
策
は
各
国
聞
の
方
面
に
亘
h
、
共
の
主
な
る
も
の

Z
し
て
模
範
工
場
の
官
皆
、
骨
川
替
曾
枇
・
週

商
曾
枇
を
品
知
的
銀
行
曾
祉
の
設
立
に
謝
す
る
保
護
奨
川
棚
、
錨
借
地
内
敷
設
海
運
業
的
保
議
奨
励
等
ef
邸
中
げ
る
事
が

出
来
る
が
、
民
間

ω産
業
資
本
に
劃
す
る
政
府
的
資
金
貸
典
は
、
此
等
の
諸
方
策
ご
相
並
ん
で
最
も
重
要
な
る
殖

産
興
業
策
で
あ
っ
た
の
で
ゐ
る
o

説

苑

t
明
治
政
府
出
貸
附
金

拍
車
ニ
十
丸
谷

五
九
五
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四
抗
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記主

宛

明
治
政
府

ω
貸
附
金

銘
ニ
十
九
谷

五
九
d
A

都
問
就

院4

政
府

ω貸
附
企

ω
目
的
ご
し
て
第
四
に
事
寸
べ
話
は
太
政
官
札

ω椛
遁
促
進
℃
ゐ
品
。
太
政
官
礼
儀
行

ω事
情

に
閥

L
て
は
諸
書
に
詳
で
あ
る
か
ら
此
蕗
に
は
述
べ
な
い
が
、
其
川
り
殺
行
の
目
的
が
政
府
内
財
政
窮
乏
を
救
ふ
に

在
り
し
事
は
之
れ
又
周
知
の
事
貨
で
あ
る
。
太
政
官
札
の
殺
行
に
先
つ

τ明
治
元
年
閤
四
月
十
九
日
の
布
告
に
は

「
皇
政
民
始
之
折
柄
富
岡
之
基
礎
被
柏
崎
態
度
・
:
:
・
陛
上
一
一
同
之
困
窮
フ
救
M
被
遊
皮
思
召
」
を
以
て
太
政
官
札
を

俊
行
す
る
ご
僻
し
て
ゐ
る
が
、
質
際
に
於
て
は
太
政
官
札

ω賛
行
総
額
四
千
八
百
高
岡
刈
泊
中
T

は
戦
捷
此

3
他
繍

般
の
縦
費
に
使
用
せ
ら
れ
、
官
闘
の
基
礎
を
立

τ山
上
の
困
窮
を
救
ふ
錦
に
貸
附
金
正
し
て
使
用
ゼ
ら
れ
た

ωは

約
二
千
三
百
宮
内
耐
に
過
ぎ
な
か
っ
た
事
は
、
太
政
官
札
畿
行
の
異

ω目
的
が
島
市
議
に
在
h
し
ゃ
を
一
市
す
も
の
で
ゐ

る
が
、
而
も
斯
hr
る
貸
附
金
正
し
て
使
用
せ
ら
れ
た
も
の
、
中
、
約
一
千
三
百
両
副
は
太
政
官
札

ω
流
通
を
計
る

錦
に
各
務
の
石
高
に
削
宛

τ、
無
理
に
押
し
付
け
た
も
の
で
ゐ

h
、
叉
並
(
の
他
の
約
一
千
百
向
隔
も
両
法
司
・
遁
尚

司
及
諸
腕
内
農
商
業
式
に
糊
業
資
金
古
し
て
貸
附
げ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
表
面
上
は
専
ら
糊
業
の
潟
内
目
的
で
あ

る
が
、
裏
面
に
於
て
は
石
高
貸
附
ピ
同
じ
〈
太
政
官
札

ω
流
通
を
促
進
す
る
の
目
的
合
も
多
分
に
合
め
る
も
の
な

る
事
は
疑
の
な
い
所
で
あ
る
。
明
治
初
年
の
極
皮
内
財
政
務
乏
の
中
に
在
っ
て
新
政
府
が

E
額

ω貸
附
金
念
行
ふ

事
が
山
来
た
の
は
、
此
の
太
政
官
礼
的
製
遺
品
四
行
が
あ
b
し
刷
局
で
ゐ
る
が
、
ぞ
れ
己
同
時
に
又

R
級

ω貸
附
金
を

行
ム
事
を
必
要
ご
し
た
理
由
も
右

ω如
き
太
政
官
札
の
流
通
を
計
る
粘
に
存
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
怠
成
仁
於
て

明
治
政
府
ゆ
貸
附
金
の
目
的

ω
一
は
政
府
自
身
の
財
政
出
掛
之
を
救
ム
に
在
っ
た
ご
も
一
五
ひ
得
る
わ
り
で
ゐ
る
。
た

い
V

太
政
官
札
貸
附
の
目
的

ω
異
意
が
右
の
如
〈
で
あ
っ
た
ご
し
て
も
、
北
(
の
表
面
上
の
理
由
が
石
一
尚
一
貸
附
に
せ
よ

湖
業
貸
附
に
せ
よ
、
共
に
産
業
拠
帥
仰
の
矯
め
古
和
せ
ら
れ
た
却
は

1

常
時
殖
産
興
業
を
最
高
り
目
楳
ご
潟
せ
し
明

明治JIl政史、第十ニ巷、 8頁以下ロ山利公正体、 1571'r.227 nl) 

政入政山決算訓告書に仰れば太政官札由遊行せ Lオし L明治元lJ'-J.l=年(歳計
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治
政
府
ご
し
て
は
、
極
め
て
蛍
然
ゅ
ん
引
で
は
あ
る
が
又
興
味
の
ゐ
る
駄
で
あ
る
。
而
し
て
事
質
産
業
築
胤
は
車
に

表
面
上
の
理
由
の
み
に
止
ら
宇
し
て
政
府

ω太
政
官
札
貸
附
を
行
ム
目
的
の
一
宇
を
成
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
要
す
る
に
政
府
は
太
政
官
札
の
貸
附
仁
依
ム
リ

τ太
政
官
礼
的
流
通
を
計
る
吉
岡
崎
に
殖
産
興
業
の
目
的
を
も

巣
苫
ん
ピ
す
る
一
石
二
鳥
の
方
策
を
採
h
し
も
の
に
外
芯
ら
自
の
で
あ
る
。

明
治
政
府
的
貸
附
金
凶
主
な
る
目
的
は
以
上
の
如
〈
で
あ
る
。
併
し
こ
、
に
注
意
を
要
す
る
こ
己
は
、
以
上
四

櫛
の
目
的
り
中
・
士
族
教
情
に
せ
」
惜
別
民
救
助
に
せ
」
或
は
太
政
官
札

ω流
通
に
せ
よ
、
比
等
の
諦
目
的
が
多
〈

.
の
場
合
殖
鰭
興
業
的
の

H
的
に
結
び
付
け
ら
れ

E
ゐ
た
事
で
あ
る
。
印
も
太
政
官
札
の
貸
附
言
殖
産
拠
業
政
拍
車
JE

の
附
係
は
前
越
山
如
〈
で
・
的
ゐ
が
、
此
的
外
士
族
救
駒
山
~
鴨
川
仁
金
鋭
的
貸
附
を
わ
L
勘
九
甘
ド
於
ー
も
問
附
仁
そ
れ

が
殖
産
興
業
の
目
的
を
J
4
成
す
る
防
相
に
使
用
せ
ら
れ
、
ヌ
窮
民
救
助
の
目
的
の
斜
に
貸
附
を
潟
す
場
合
に
在
b
τ

も
、
多
〈
の
場
合
に
そ
れ
が
軍
な
る
賑
他
に
終
ら
中
し

τ窮
民
に
何
等
か
の
産
業
を
得
L
め
ん
事
セ
貸
附
の
方
針

正
し
た
。
換
言
す
れ
ば
以
上
の
貸
附
金
の
諸
目
的
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
貸
附
の
方
針
は
、
一
の
貸
附
が
此
等

の
何
れ
か
の
目
的
を
注
す
る
Z
同
時
に
‘
他
方
殖
座
興
業
的
放
川
市
・
佐
藤
す
ぺ
き
事
を
期
待
せ
る
紡
じ
在
る
。
品
仰
の

事
た
る
貸
附
金
の
性
質
上
戒
は
蛍
然
の
事
古
も
云
ひ
得
ら
れ
る
か
も
知
れ
ね
が
市
叉
以

τ明
治
初
年
じ
於
り
る
政

府

ω強
烈
な
る
富
国
強
兵
主
義
を
窺
ふ
事
を
得
る
で
あ
ら
う
。

詑

苑

明
治
政
府
の
貸
附
金

第
二
十
九
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五
九
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